
放課後子ども総合プラン事業の実施状況について

令和６年２月２日
放課後子ども総合プラン推進委員会
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• 子どもは、家庭や学校、地域社会の中で育まれます。児童期（おおむね６～12歳）
の子どもたちの 「放課後」は、主体的な遊びや生活の時間です。

• 「放課後子ども総合プラン事業」は、留守家庭児童及び利用を希望する児童の
生活の場の一つを提供する事業です。

自宅 校庭、公園など 塾や習い事 プラン施設

○放課後の過ごし方

放課後子ども
総合プラン事業

○実施場所：児童館・児童センター・児童クラブ・子どもプラザ
児童が通学または居住する小学校区にある施設を利用可能。

子どもたちの放課後の過ごし方子どもたちの放課後の過ごし方
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６

時間

8：00（7：30）
～8:30（学校休業日）

放課後

～15:00

～18:00

低学年から順次集まってきます。

まずはクールダウンして、宿題等を
行い、終わった児童から遊戯室・
体育館等で体を動かしたり、読書
や折り紙などをして過ごします。

（ただし、日課は施設により異なり
ます。）

18:00～

～18:30
（19:00）

宿題、遊び、休息など児童の状況に
合わせて自主的に過ごしています。

（学校休業日は8:30～）

延長利用

・宿題サポート（主に長期休業）

・読み聞かせ、紙芝居

・絵手紙

・折り紙

・工作

・キッズヨガ など

（多様な体験活動メニューを提供）

児童館・児童センター、子どもプラザ
等を拠点に、放課後等を過ごします。
◇児童館・児童センター 34施設
◇子どもプラザ 50施設
◇児童クラブ 2施設

アドバイザー（有償ボランティア）の
協力を得た多様な体験・交流活動

延長利用

放課後子ども総合プランでの児童の過ごし方放課後子ども総合プランでの児童の過ごし方
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・児童1人当たり月額2,000円
※ 施設によっては、おやつ代などの実費負担を別途徴収

・延長利用料 学校休業日の午前８時30分前からの利用や、授業日の
午後６時以降などに利用する場合

30分以内の利用 ：月額 ５００円
30分を超える利用：月額 １，０００円

Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ

※複数の「減免項目」
に該当する場合は、
減免割合を乗じて計
算します。

長野市放課後子ども総合プラン事業の概要長野市放課後子ども総合プラン事業の概要
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児童が通学または居住する小学校区にある施設の利用が可能
・児童館・児童センター ：小学校施設外にある公設民営の施設
・子どもプラザ ：小学校の校舎内など学校施設内にある公設民営の施設
・児童クラブ ：民設民営の施設



Ⓐ Ⓑ Ⓑ Ⓐ

実施施設数・登録児童数の状況実施施設数・登録児童数の状況

５



登録児童数の推移
（人）

（千円）
事業費の推移

660,807 702,645
787,274 847,762 865,255

1,003,147 1,012,669
1,181,201

1,116,757 1,134,995
1,242,967

135,571 129,487 243,804
251,120 283,019

439,279 474,525 474,507 483,599
435,032 424,890
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歳出

予算額決算額

歳入

21,469 21,160 20,796 20,378 20,172 19,974 19,626 19,162 18,767 18,398 17,848 

6,461 6,784 7,681 8,455 8,986 8,354 8,695 8,718 8,335 8,435 8,297 
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利用料導入

事業費・登録児童数の推移事業費・登録児童数の推移
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■冷房設備の設置・更新・移設

令和４年度事業実績

・児童館・児童センターへの整備 ２施設

・子どもプラザへの整備 ７施設
令和５年度事業予定（※こども政策課予算分のみ）

・児童館・児童センターへの整備 11施設

施設環境の整備

■ＩＣＴ化

令和３年度事業実績

・プラン施設（８７箇所）のネットワーク環境の構築とタブレットの購入

令和４年度事業実績

・令和５年１月からコドモン（入退館管理システム）の本格運用開始

令和５年度事業予定

・収納管理システムのDX化（オンライン申請）の研究及び導入検討

・Web口座振替受付サービスの導入検討及び予算化

プラン事業充実の取り組み①プラン事業充実の取り組み①
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令和４年度研修実績
・合同総合研修会 施設と学校との連携について

（県立大准教授による基調講演の視聴、校区ごとに施設と学校

による「こどもファースト連携会議」の開催）

・支援員等研修会（１） 各支援員が勧める「遊びと生活交流会」

・支援員等研修会（２） 特別支援のポイントと技術「こんな支援をしてみたら」

・支援員等研修会（３） 専門職としての支援員を目指して パートⅡ

・小児救急・救命について、動画配信により各施設の全職員による職場内研修を実施

・全職員の安全意識向上のため、避難訓練も職場内研修として位置付け実施

令和５年度研修実績

・連携研修会 施設と学校との連携についての運営研修

（県立大中山教授による基調提案を視聴後、校区ごとに施設と学校による

「連携会議」の開催）

・支援員等研修会（１） 各支援員が勧める「遊びと生活交流会」 講師：松本大 岸田教授

・支援員等研修会（２） 子ども理解「虐待等の理解と対応」 講師：信州大 下山准教授

・支援員等研修会（３） 「専門職としての支援員」を目指して 講師：町田市 小野支援員

・「小児救急・救命」について、動画配信により各施設の全職員による職場内研修を実施

・全職員の安全意識向上のため、「避難訓練」を職場内研修として位置付け実施

職員研修の充実

プラン事業充実の取り組み②プラン事業充実の取り組み②
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放課後子ども総合プランの実施場所において、放課後などの児童の遊び・学習・体験活
動を支援していただく登録制のボランティアです（活動謝金あり） 。

アドバイザーとは

登録方法

登録状況 令和５年６月１日現在

市が開催するアドバイザー登録説明会に参加の上、アドバイザー登録カードを提出します。

※令和５年度の登録説明会（年3回開催）は以下のとおり開催しました。

※学生に向けては各大学ごとに日程を調整して、対面やリモートにより実施しています。

アドバイザーの活動状況①アドバイザーの活動状況①

９



令和４年度の活動状況

登録者数の推移

（延べ数）

（人）

アドバイザーの活動状況②アドバイザーの活動状況②
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本年度当初の受入状況

放課後子ども総合プランでは、全小学校区における希望児童（理由にかかわらず事

業の利用を希望する児童）の受け入れを目指しています。

希望児童の受入校区拡大

希望児童の受入校区

城山、鍋屋田、加茂、山王、芹田、三輪、吉田、裾花、城東、南部、朝陽、柳原、

長沼、古里、浅川、芋井、安茂里、松ヶ丘、共和、信里、塩崎、松代、清野、

西条、豊栄、東条、寺尾、綿内、川田、保科、川中島、下氷鉋、真島、七二会、

信更、豊野西、豊野東、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条

（一部の施設で受入）

緑ヶ丘、大豆島、通明、篠ノ井西、昭和、青木島、三本柳 【49校区】

留守家庭児童のみ受入校区

古牧、湯谷、若槻、徳間、篠ノ井東 【５校区】

希望児童の受入校区拡大希望児童の受入校区拡大
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• 小学校内に、余裕教室や、長寿命化改修に併せて居室を確保できる場合
• 小学校に隣接または近接していない （小学校からの移動時の交通安全や犯罪に巻き込ま

れる危険の防止）
• 施設が破損、または施設の老朽化や損傷が著しく、施設の改修に多額の費用が必要（大

規模改修や大規模修繕）
• 施設定員に対し利用者数が大幅に超過 （施設基準に不適合、密集の発生）

長野市公共施設マネジメント指針に基づき、以下に該当する児童館・児童センターは、小学
校の余裕教室等を利用した「子どもプラザ」 への移行・統合や、小学校施設、他の公共施設と
の複合化について、地域や運営委員会、学校、施設等と相談しながら進めていきます。

児童館・児童センターの子どもプラザへの移行状況

（令和４年度～）
柳町児童センター 城東子どもプラザに統合 （老朽化・近接していない）
豊野東部児童館 豊野東子どもプラザに統合 （老朽化）
箱清水児童センター 一部を城山子どもプラザへ移行 （近接していない）
古里児童センター 一部を古里子どもプラザへ移行 （利用者超過）
柳原児童センター 一部を柳原子どもプラザへ移行 （利用者増加）
篠ノ井中央児童センター 一部を通明子どもプラザへ移行 （利用者超過）

（令和５年度から）
浅川児童センター 浅川子どもプラザに統合 （老朽化・近接していない）
松代東条児童センター 一部を東条子どもプラザへ移行（利用者増加）

児童館・児童センターの子どもプラザへの移行・統合児童館・児童センターの子どもプラザへの移行・統合
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